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０ はじめに 

新型インフルエンザ発生時に業務を継続できるよう、消防機関において業務継続計

画を策定するとともに、具体的な検討・準備に着手する必要がある。 

 

０．１ 新型インフルエンザ発生時に想定される事態 

 

（１）新型インフルエンザ発生時の被害想定 

 新型インフルエンザとは、従来ヒトからヒトへの感染が認められていなかったイ

ンフルエンザウイルスが、遺伝子変異により、ヒトからヒトへと容易かつ継続的に

感染するようになったものを言う。H5N1 型は鳥類の中でまん延するインフルエンザ

ウイルス（鳥インフルエンザ）の一種がヒトへの感染力を獲得したことが認められ

たことから、新型インフルエンザ化することが危惧されている。 

 近年、東南アジアを中心として鳥インフルエンザが流行し、ヒトへの感染・死亡

例が報告され、平成 15 年の発生時から平成 20 年 9 月 10 日現在に至るまでに、症

例数 387 人、死者数 245 人を数えるところであり、死亡率は 5割を超えている（WHO

公表）。日本国内においては、ヒトへの感染例は報告されていないが、鳥インフル

エンザの発生は年間数件の報告があり、平成 20 年には十和田湖周辺、サロマ湖周

辺の衰弱・死亡した白鳥から H5N1 亜型鳥インフルエンザウイルスが検出されてい

る。 

 仮に新型インフルエンザが発生した場合、日本国内において罹患者 3200 万人、

受診患者 1300～2500 万人、死者が 17 万～64 万人発生すると想定されている。感染

の拡大が著しい週には、10 万人都市あたりで一日平均 42.6 人が入院をすると見込

まれている。 

参考:新型インフルエンザ被害規模想定 

 

人口 
（千人） 

罹患者 
（千人） 

受診 
患者 

（千人） 

患者内訳 
（上段：中等 
下段：シビア） 

一週間の 
最大 

入院患者 
（人/週） 

入院患者
累計（人）

死亡者 
（人） 

全国 128,000 32,000
13,000～

25,000

530,000 170,000 101,000

2,000,000 640,000 381,000

100 万人 
都市 

1,000 250 102～195
4,141 1,328 789

15,625 5,000 2,977

10 万人 
都市 

100 25
10.2～

19.5

414 133 79

1,563 500 298

※ 「新型インフルエンザ対策行動計画（平成１９年１０月改定）」における受診患者数、入院患者数、

死亡者数の推計に基づき作成 
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新型インフルエンザによる入院患者・死亡者発生想定数（１０万人都市） 

分布率 
1 週目 2 週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7 週目 8 週目

6% 10% 15% 19% 19% 15% 10% 6%

入院患者発生数 

（上段：週 

 下段：一日平均） 

94 156 234 298 298 234 156 94

13.4 22.3 33.4 42.6  42.6 33.4 22.3 13.4

死亡者発生数 

（上段：週 

 下段：一日平均） 

30 50 75 95 95 75 50 30

4.3 7.1 10.7 13.6 13.6 10.7 7.1 4.3

※ シビアケース、流行期間を 8週間と仮定 

※ CDC Flu Surge の入院患者分布データを参考、外来者・死亡者の分布も同様と仮定 

 

 

（２）新型インフルエンザ発生時の救急需要 

 新型インフルエンザが発生した場合、前述のような大規模での感染と、それにと

もなう病院の利用件数の拡大が予想され、救急搬送件数についても件数が増加する。

現状において、10 万人都市での救急出場件数は一日平均 11.4 件（平成 19 年）であ

るが、感染から 4週目・5週目に、新型インフルエンザを罹患した入院患者 42.6 人

全てを救急搬送すると仮定した場合、一日あたり 54.0 件の搬送を行うこととなる。

本件数は、仮定として上記表における入院患者数を平常時の平均搬送数に足しあわ

せたものであり、実際に新型インフルエンザが発生した場合、救急搬送等の件数は、

入院患者だけでなく入院しない発症者からも救急搬送が要請されることが想定さ

れることから、上記の数値よりもさらに増えるものと考えられ、救急需要の著しい

増加が見込まれる。 

 

 このような救急需要の増加が突然に発生した場合、日常の救急体制では対応が困

難になると予想され、また、新型インフルエンザに関して人間は免疫を持たないた

め、消防職員も感染するおそれが十分ある。そのため、新型インフルエンザにより

増加した救急需要に対し、平時より少ない救急職員で対応を迫られることが想定さ

れる。そのため、発生前から救急需要の突然の増加、救急隊員の人員減を前提とす

る救急業務体制の維持について、対策を講じる必要がある。 
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０．２ ガイドラインの位置づけ 

 

（１）新型インフルエンザ対策のための業務継続計画の策定 

  新型インフルエンザは、その発生時期を特定することが困難であり、そのため、

新型インフルエンザ発生時に業務体制を維持する対策の検討は、消防機関にとって

喫緊の課題といえる。 

 

  業務体制を維持するために、消防機関が現在講じることが出来る対策の一つが、

「消防機関における業務継続計画」の策定である。 

  業務継続計画とは、「被災により機能低下し、ヒト、モノ、情報及びライフライ

ン等利用できる資源に制約がある状況下において、優先実施すべき業務（非常時優

先業務）を特定するとともに、業務実施に必要な資源の確保・配分や、そのための

手続きの簡素化、指揮命令系統の明確化等について必要な措置を講じることにより、

業務立ち上げ時間の短縮や発災直後の業務レベルの向上を図り、適切な業務執行を

行うことを目的とした計画」のことを指す。業務継続計画は、地震等の災害へ備え

るために策定されていることが多い。 

  

新型インフルエンザ対策としての業務継続計画については、国内において策定し

ている団体は地震のそれと比して少ないところであるが、新型インフルエンザの発

生は不可避と見込まれており、また、地震と異なり、流行が2ヶ月、第2波等考えた

場合には、さらに長期にわたり感染が続く可能性があるという特殊性があることか

ら、救急業務を担う消防機関においては、その策定が特に求められるところである。 

 

（２）消防機関における新型インフルエンザ対策検討会 

消防庁では、新型インフルエンザの発生に備え、消防機関において業務継続計画

を策定することが喫緊の課題であることに鑑み、「新型インフルエンザ対策のため

の業務継続計画ガイドライン」を策定することを主たる目的として、平成２０年６

月に「消防機関における新型インフルエンザ対策検討会」を設置した。当該検討会

ではガイドラインの策定とともに、新型インフルエンザ発生時における救急搬送体

制のあり方や、消防機関の対応に係る今後の課題等について検討を行っている。 

 

（３）業務継続計画ガイドラインとは  

業務継続計画とは、前述のとおり具体的には、大規模災害等発生時に、次のよう

な事項をはじめとして、あらかじめ必要な措置を講じることにより、「優先業務」

の継続を図るための計画である。 

① 優先業務を特定しておき、災害時は優先業務継続に注力する 

② 災害時に必要な資源を確保できるよう検討しておき、予め備蓄等を行っておく 

③ 指揮命令系統を明確にしておく 等 
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 わが国では地震災害を中心に行政機関及び民間事業者において、業務継続計画

の導入が進んでいる。（参考：資料Ａ 中央省庁業務継続ガイドラインについて〔概

要〕） 

 

 

図１ 業務継続計画のイメージ（地震災害時など） 

 
資料：内閣府「中央省庁業務継続計画ガイドライン第１版」 

 

 

こうした業務継続計画は、各消防機関の、例えば通勤について職員がどのくらい

公共交通機関に依存しているか、燃料の備蓄が可能かどうか等の実情によって異な

ってくる。そのため、実際に機能する業務継続計画を策定するためには、それぞれ

の消防機関で実情を把握分析することが必要である。 

業務継続計画ガイドラインとは、新型インフルエンザ対策において重要な把握分

析すべき事項等を提示することにより、各消防機関における業務継続計画策定を支

援するものである。 

実際に各消防機関で業務継続計画を作る際の参考として、業務継続計画の構成例

と、ガイドラインの参照頁について次頁に示す。 
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消防機関で作成する業務継続計画構成（例） 

目次 記載すべき項目 ※ 参照ページ 

１ 基本的な考え方   

１．１ 消防機関の役割 □新型インフルエンザが流行した場合の消防機関の役

割を都道府県の行動計画等を念頭に作成 

P6 

１．２ 業務継続の方針 □新型インフルエンザ流行時における業務継続の方針 P7 

２ 消防機関の体制   

新型インフルエンザ発

生時の体制 

□消防機関内の危機管理体制 P11 

□外部機関と連携すべき内容（市区町村、都道府県、指

導医、他消防機関等） 

P11 

□外部機関の連絡先一覧 P11 

３ 計画の立案   

３．１ 優先して継続す

る業務の選定 

□優先して継続する業務の選定 P12-18 

□新型インフルエンザ流行時、優先度を付けて業務を遂

行する上で留意すべき事項 

各消防機関の実

情に応じて記載

３．２ 人員、資源、連

携体制等の確保に関す

る要点 

□人員計画 P19,P33,P35 

□装備・資器材等の確保計画 P20,P43 

□増大する１１９番通報への対応計画 P20-21,P44 

□関係機関との連携 P21-22 

３．３ 感染防止策の検

討 

□消防機関内における感染防止策 P23,P34,P42-43

P44-46 

□救急搬送に関する感染防止策 P24,P34,P36-43

□消防機関内で発症者が出た場合の措置方法 P24 

４ 新型インフルエン

ザ発生時の活動 

  

４．１ 発生時の活動

（フェーズ４Ａ・４Ｂ） 

□実施する項目 P25 

４．２ 発生時の活動

（フェーズ５・６） 

□実施する項目 P25-26 

４．３ 小康状態での活

動 

□実施する項目 P26 

４．４ 危機管理 □消防機関内で大規模感染した場合の対応方法 P26-27 

□自然災害や大規模事故が発生した場合の対応方法 P27 

５ 計画の運用    

５．１ 教育・訓練 □実施する教育・訓練の内容 P28 

５．２ 検証・見直し □点検・是正の実施要領（体制と時期） P28 
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※（個人情報を含む内容については未公表が前提） 



１ 基本的な考え方 

 

１．１ 消防機関の役割 

 消防機関の任務は、国民の生命、身体及び財産を、火災から保護するとともに、

災害を防除し、災害による被害を軽減することであり、新型インフルエンザ発生時

においても、安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することが求められる。

消防機関は、特に、新型インフルエンザが流行した際、大幅に需要が増大すること

が予想される救急業務を担うことから、業務の重要性と感染防止策の必要性を十分

認識するとともに、救急搬送のみならず、消火を始めとした必要な業務を継続でき

るよう、業務継続計画を策定しておく必要がある。 

 

 また、業務継続計画の策定を検討する前段階として、消防機関は、まず、全国及

びそれぞれの地域において、消防機関及び関係機関が、どのような役割を担い、ど

のような対応を行うのか、鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議による

「新型インフルエンザ対策行動計画（平成１９年１０月改訂）」、新型インフルエン

ザ専門家会議による各種新型インフルエンザガイドライン、各都道府県や市町村に

おける新型インフルエンザ対策に関する行動計画等を確認し、把握しておかなけれ

ばならない。 

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html 

 

現在、消防庁は、新型インフルエンザの発生に伴う事態について、消防機関間の

連携及び消防機関と関係機関との連携を行い、全国規模で適切かつ迅速に対処する

ため、消防庁長官を本部長とする消防庁新型インフルエンザ対策本部を設置してお

り、また、新型インフルエンザが発生した段階で、消防庁新型インフルエンザ緊急

対策本部に移行することとしている。 

  

各消防機関においても、新型インフルエンザへの対応について、自らの役割を確

認し、新型インフルエンザの感染拡大によって業務の継続が困難になる可能性があ

ること及びそのために業務継続計画の策定が極めて重要であることを認識すると

ともに、同時に、他の機関との連携によって初めて新型インフルエンザに対処でき

るものであることから、各消防機関の業務継続計画のみで新型インフルエンザに対

処できるものではないこともまた認識し、訓練等を通じて関係機関と役割等を確認

し、連携体制を構築していくことが重要である。 
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１．２ 業務継続の方針 

  

 新型インフルエンザ発生時の消防機関の活動について、基本的な考え方を明らか

にしておく。各消防機関においては、次に掲げる業務継続の方針を参考に、新型イ

ンフルエンザを対象とした業務継続計画を立案する。 

 

○ 職員の感染防止策の徹底 

 

・ フェーズ４Ａで感染防止策を開始。 

・ 新型インフルエンザ流行中、勤務可能な職員の確保に努める。 

 例：職員の体温管理、通勤手段の変更、職場での配置見直し等。 

・ 職員への感染防止教育。 

 

 

○ 新型インフルエンザ流行時における救急業務体制の強化 

 

・ フェーズ４Ｂ以降、救急業務体制の強化を図る。 

例：非常用救急自動車を含めて救急隊を増員、救急隊員の発症に備えて代替

要員を確保する等。 

 

 

○ 新型インフルエンザ流行時における消火・救助業務体制の維持 

 

・ フェーズ４Ｂ以降、消火・救助業務体制の維持を図る。 

 

 

○ 新型インフルエンザの流行状況に応じた業務体制の縮小・停止 

 

・ フェーズ４Ｂ～６Ｂで段階的に縮小・停止する業務を予め特定しておく。 

・ 縮小・停止する業務に普段従事している職員は他業務の強化（代替）要員等

とする。 

 

 

○ 消防機関内での新型インフルエンザ流行を念頭に置いた業務・人員体制の立案

 

・ 救急業務及び消火・救助業務を継続できるよう代替要員等を用意しておく。 
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（補足）新型インフルエンザ発生段階（フェーズの考え方） 

０）フェーズ３Ａ 国外において、鳥-ヒト感染が認められた場合（現在） 
１）フェーズ３Ｂ 国内において、鳥-ヒト感染が認められた場合 
２）フェーズ４Ａ 国外において、（小規模な）ヒト-ヒト感染が認められた場合 
３）フェーズ４Ｂ 国内において、（小規模な）ヒト-ヒト感染が認められた場合 
４）フェーズ５Ａ 国外において、（中規模、複数の）ヒト-ヒト感染が認められた場合 
５）フェーズ５Ｂ 国内において、（中規模、複数の）ヒト-ヒト感染が認められた場合 
６）フェーズ６Ａ 国外において、感染が拡大した場合 
７）フェーズ６Ｂ 国内において、感染が拡大した場合（パンデミック期） 
８）フェーズ６Ｂ（小康状態）国内において大流行の波が一旦収束しているが、第２波、 

第３波が到来する可能性がある状態 

 

 

 

図２ 消防機関における業務継続計画のイメージ（新型インフルエンザ発生時） 

 

 

４B ５B ６B ６B（小康状態）

消防機関における感染防止対策〔計画〕

４A ６B

通常
状態

２ヶ月程度

２ヶ月程度の流行が2～3回程度発生する可能性あり

▲▲
日本で感染者発見

救急業務体制〔計画〕

▲

世界で感染者発見

消火・救助業務体制〔計画〕

業
務
体
制

消防機関における
その他業務体制

〔計画〕

3A

日本における発症者数
〔推定（一つのケース）〕

第１波
第２波

発
症
者
数
な
ど
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２ 平常時及び新型インフルエンザ発生時の体制 

 

２．１ 平常時の体制 

 

（１）業務継続計画の検討 

消防長の下、救急、消火、救助、予防などの代表者、人事、調達、施設管理、広

報などの担当者を交えて検討を行う。 

 

（２）情報収集と周知 

国内外の新型インフルエンザの感染状況や公共サービスに関する情報を、国（消

防庁、内閣官房、厚生労働省、外務省等）、都道府県、世界保健機関（ＷＨＯ）等

から入手する。 

職員が新型インフルエンザについて、正しく理解するよう、適切な情報を周知す

るとともに、発生時の対応について指示する。 

特に感染症対策については、季節性のインフルエンザ感染等、新型インフルエン

ザ以外の感染症が流行した場合でも、初期の感染症状では判別がつかない可能性が

あるため、新型インフルエンザ感染が疑われ無用の混乱が生じる可能性や、逆に、

新型インフルエンザ感染であることが疑われず発見が遅れる可能性があることか

ら、感染症全般を防止するという意識で、季節性のインフルエンザの予防接種を始

め、咳エチケット、うがい、手洗い等について平時から励行し、標準予防策（スタ

ンダードプレコーション）について消防職員が正しく理解するよう啓発に努める。 

 

（３）市町村・都道府県等との連携 

新型インフルエンザ発生時において、関係機関と円滑な連携体制を構築できるよ

う、あらかじめ関係機関の役割や連絡先について把握し、対応を検討しておく（市

町村（消防防災部局及び衛生主管部局）、保健所、都道府県（消防防災部局及び衛

生主管部局）、医療機関等）。 

保守点検や資器材等の調達について、業者と調整し、新型インフルエンザ発生時

の業務継続について検討・協議しておく。 

 

（４）消防団との連携 

新型インフルエンザ発生時における消防団の役割について、協議しておき、消防

団員に対して、感染予防策を指導する。 

 

（５）他消防機関等との連携 

消防機関間では、自然災害や大規模事故等に備えた応援体制等が構築されている

が、職員に新型インフルエンザ感染が広がり、消防機関が機能を維持できない状況
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に陥った場合や、新型インフルエンザ流行中に自然災害や大規模事故が発生した場

合等、新型インフルエンザ流行時に相互に協力体制をどのように実施できるかにつ

いても協議しておくことが望ましい。 
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２．２ 新型インフルエンザ発生時の体制 

 

（１）消防機関内の体制 

予め立案した人員計画に沿って勤務体制を実施（人員計画の内容は後述）する。 

・ 職員の安否確認、人員計画の実施 

・ 状況の把握、関係機関への連絡 

・ 感染防止策の実施、発症者が出た場合の対応 

・ 保守業者や資器材等の確保 

については、担当を決め、幹部や職員が発症した場合には、代替策等を速やかに実

施する。 

なお、体制を決定していく際等においても、感染防止の観点から、幹部や職員が

一堂に会した会議はなるべく避ける。 

 

（２）情報収集と周知 

現在の状況及び我が国としての対応等について、市町村・都道府県を通じ情報収

集に努め、内容について職員へ周知する。 

 

（３）市町村・都道府県等との連携 

市町村・都道府県と緊密な連携を図る。市町村や都道府県に緊急対策本部が設置

される場合は、その指揮下に入る等、適切な役割を担う。 

 

（４）消防団との連携 

  消防本部の状況等に応じ、消防団との緊密な連携を図る。 

 

（５）他消防機関等との連携 

職員に新型インフルエンザ感染が広がり、消防機関が機能を維持できない状況に

陥った場合や、新型インフルエンザ流行中に自然災害や大規模事故等が発生した場

合等、相互に協力を行う。 

※ ただし、自消防機関として、機能を維持することが重要であることを念頭に、

状況に応じて対応する必要がある。 
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３ 計画の立案 

 

３．１ 優先して継続する業務の選定 

新型インフルエンザ発生時においては、特定の業務に対する需要が増加する一方

で、業務を担う人材・資器材や環境が制約を受けることが想定される。業務継続計

画では、新型インフルエンザ発生時においても優先して継続すべき業務を絞り込ん

でおき、実際に新型インフルエンザが発生した際には、優先して継続する業務に人

材・資器材を注力できるようにしておくことが要点となる。 

各消防機関は、それぞれの業務をリストアップし、以下に示す「優先業務継続業

務選定のポイント」及び「消防機関における業務の優先度区分」を参考に、新型イ

ンフルエンザ発生時の業務の優先付けを行う。この優先付けを元に、新型インフル

エンザ発生時の人員計画に反映させる。 

参考として、新型インフルエンザ発生時の消防機関における業務の優先度区分

（例）を表１～２に掲げる。 

 
 

○ 優先して継続する業務選定のポイント 

・ 救急業務は、需要が増加すると予想されるため、最優先で継続する。 

・ 消火・救助業務は、通常どおりの体制を維持する。 

・ その他の業務については継続の必要性を判断の上、縮小・停止する。 

・ 優先度の低い業務に従事している職員は、救急業務や消火・救助業務への

シフトや、消防機関内での流行に備えて自宅待機を含め検討する。 

 

 

消防機関における業務の優先度区分 

優先度 内容 

Ｓ 
フェーズ４Ｂ～６Ｂの間、強化する業務 

○ 感染防止策を講じつつ、救急業務体制を強化・確保するための業務 

Ａ 
フェーズ４Ｂ～６Ｂの間、通常維持する業務 

○ ほぼ通常どおりの消火・救助業務体制を継続するための業務 

Ｂ 

フェーズ４Ｂ～６Ｂの間、縮小する業務 

○ 火災予防・中長期的な消防計画に関する業務など（新型インフルエンザ発生時に需

要が減るなどの理由で縮小可能なもの） 

Ｃ 
フェーズ４Ｂで縮小、フェーズ６Ｂで停止する業務 

○ その他の業務（２ヶ月間程度停止しても、その後の回復が可能なもの） 
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表１ 消防機関における業務の優先度付け（例）（優先度区分別） 

優先

度 
区分 業務 

新型インフルエンザ発生時に 

想定されること 

Ｓ 

消防長 

 

 

 

全体統括 

次長 

 

 

 

総務関連 

本部の文書、人事、予算、決算及び物

品並びに本部業務の進行管理及び事

務改善に関すること 

状況に応じた人員計画の遂行、職員

の感染予防対策の実施 

本部の所管する施設の維持管理に関

すること（通信施設は後掲） 

本部施設内における感染防止策の

強化 

 

消防資器材に関すること 個人防護具の調達、器具の消毒、資

器材確保等 

 

燃料に関すること 燃料の確保等 

 

 

警防関連 

指令管制業務及び通信体制並びに情

報施設の管理に関すること 

指令業務への対応、衛生主管部局へ

の連絡調整等 

 

救急医療情報の収集に関すること 発生状況の把握、搬送先医療機関の

情報収集等 

 

非常警備及び職員の非常招集に関す

ること 

人員計画の遂行、他災害発生時の非

常警備等 

 

救急業務に係る企画及び調査に関す

ること 

衛生主管部局や医療機関との連絡

調整等 

 

救急隊の運用・出場に関すること 救急業務 

 

 

消防相互応援に関すること 職員が大量に感染した場合の広域

応援等 
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優先

度 
区分 業務 

新型インフルエンザ発生時に想定さ

れること 

Ａ 

総務関連 

関係諸機関との連絡及び渉外並びに

消防広報に関すること 

消防団への周知・連絡、自治会等を

通じた市民への周知・広報（不要不

急の救急要請を控える等） 

警防関連 

火災の調査及び危険物に係る流出等

の事故の原因の調査に関すること 

火災原因及び危険物流出事故の原因

調査 

航空消防に関すること 航空隊の運用 

災害現場の指揮及び活動支援並びに

現場広報に関すること 

 

通信施設及び電子計算システムに関

すること 

通信施設及び情報システムの保守等

火災警報に関すること  

消防・救助隊の運用に関すること 消防・救助業務 

Ｂ 予防関連 

消防対象物の査察、違反是正、防火

管理その他火災予防に係る規制及び

指導に関すること 

流行時に査察を自粛 

建築確認等の同意及び指導に関する

こと 

申請状況に応じて対応 

前各号に定めるほか、消防法、石油

コンビナート等災害防止法、火災予

防条例その他火災に関すること 
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優先

度 
区分 業務 

新型インフルエンザ発生時に想定さ

れること 

Ｂ 
警防関連 

 

消防力の運用及び警防施策の総合的

企画に関すること 

 

救助業務に係る企画及び調査に関す

ること 

 

警防体制、警防活動及び警防業務に

係る計画に関すること 

 

Ｃ 

総務関連 

他の部及び学校の主管に属しないこ

と 

 

予防関連 

 

火災予防に係る企画及び調査に関す

ること 

 

防火、防災意識の高揚及び普及啓発

に関すること 

 

自主防災組織等の育成及び指導に関

すること 

 

予防関係法令等の施行に関すること

（ただし、他の部の所管に属するも

のを除く） 

 

消防学校 

 

消防職員の教育訓練及び教養に関す

ること 

 

防災研究及び消防用設備の研究開発

に関すること 

 

危険物等の試験及び鑑定に関するこ

と 

 

注：あくまで一例であり、業務及び優先度を当該表のとおりに分けなければならないというも

のではない。 
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表２ 消防機関における業務の優先度付け（例）（業務区分別） 

業務

区分 
業務 

新型インフルエンザ発生時に

想定されること 

優先度 

 

消防長 全体統括 Ｓ 

次長 Ｓ 

総務 

関連 

本部の文書、人事、予算、決算及び物品並び

に本部業務の進行管理及び事務改善に関する

こと 

状況に応じた人員計画の遂

行、職員の感染予防対策の実

施 

Ｓ 

本部の所管する施設の維持管理に関すること

（通信施設は後掲） 

本部施設内における感染防止

策の強化 

 

Ｓ 

消防資器材に関すること 個人防護具の調達、器具の消

毒、資器材確保等 

 

Ｓ 

燃料に関すること 燃料の確保等 

 

 

Ｓ 

関係諸機関との連絡及び渉外並びに消防広報

に関すること 

消防団への周知・連絡、自治

会等を通じた市民への周知・

広報（不要不急の救急要請を

控える等） 

Ａ 

他の部及び学校の主管に属しないこと  Ｃ  

予防 

関連 

消防対象物の査察、違反是正、防火管理その

他火災予防に係る規制及び指導に関すること

流行時に査察を自粛 Ｂ 

建築確認等の同意及び指導に関すること 申請状況に応じて対応 Ｂ 

前各号に定めるほか、消防法、石油コンビナ

ート等災害防止法、火災予防条例その他火災

にすること 

 Ｂ 
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業務

区分 
業務 

新型インフルエンザ発生時に

想定されること 

優先度 

 

 火災予防に係る企画及び調査に関すること  Ｃ 

防火、防災意識の高揚及び普及啓発に関する

こと 

 Ｃ 

自主防災組織等の育成及び指導に関すること  Ｃ 

予防関係法令等の施行に関すること（ただし、

他の部の所管に属するものを除く） 

 Ｃ 

警防 

関連 

指令管制業務及び通信体制並びに情報施設の

管理に関すること 

指令業務への対応、衛生主管

部局への連絡調整等 

 

Ｓ 

救急医療情報の収集に関すること 発生状況の把握、搬送先医療

機関の情報収集等 

 

Ｓ 

非常警備及び職員の非常招集に関すること 人員計画の遂行、他災害発生

時の非常警備等 

 

Ｓ 

救急業務に係る企画及び調査に関すること 衛生主管部局や医療機関との

連絡調整等 

 

Ｓ 

救急隊の運用・出場に関すること 救急業務 

 

 

Ｓ 

消防相互応援に関すること 消防職員が大量に感染した場

合の広域応援等 

 

Ｓ 

火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の

原因の調査に関すること 

火災原因及び危険物流出事故

の原因調査 

Ａ 
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業務

区分 
業務 

新型インフルエンザ発生時に

想定されること 

優先度 

 

 

 

航空消防に関すること 航空隊の運用 Ａ 

災害現場の指揮及び活動支援並びに現場広報

に関すること 

 Ａ 

通信施設及び電子計算システムに関すること 通信施設及び情報システムの

保守等 

Ａ 

火災警報に関すること  Ａ 

消防・救助隊の運用に関すること 消防・救助業務 Ａ 

消防力の運用及び警防施策の総合的企画に関

すること 

 Ｂ 

救助業務に係る企画及び調査に関すること  Ｂ 

警防体制、警防活動及び警防業務に係る計画

に関すること 

 Ｂ 

消防 

学校 

 

 

消防職員の教育訓練及び教養に関すること  Ｃ 

防災研究及び消防用設備の研究開発に関する

こと 

 Ｃ 

危険物等の試験及び鑑定に関すること  Ｃ 

注：あくまで一例であり、業務及び優先度を当該表のとおりに分けなければならないというも

のではない。 
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３．２ 人員、資源、連携体制等の確保に関する要点 

 

（１）人員計画の検討 

新型インフルエンザ発生時に、救急業務を拡充しつつ、消防・救助業務を維持

できるよう、あらかじめ人員について把握し、状況に応じた配置等について対応

を検討しておく必要がある。  

 

 

□ 新型インフルエンザ発生時に、救急業務体制を拡充しつつ消火・救助業務体

制を維持するための人員計画の立案 

 

□ 有資格者等の把握 

 救急隊員として活動できる人員数 

 救助隊員として活動できる人員数 

 大型免許所持者 

 

□ 新型インフルエンザ発生時に想定される勤務形態に及ぼす影響の把握等 

 本人及び家族の感染、感染疑いによる人員数の減 

 通勤手段の変更に伴う通勤時間の増加 

 共働き世帯における出勤対策 

※ 新型インフルエンザ発生時には休園・休校が想定 

 

□ 新型インフルエンザ発生時の勤務体制の検討 

 状況に応じた交代制の組み替え 

 自宅待機で対応できる業務 

 

□ 状況に応じて縮小する業務、優先される業務の把握 

 状況に応じて振り分けられる人員数 

 

□ 救急業務の拡充の検討 

 非常用救急車の運用を念頭に置いた必要な人員配置 

 

 □ 新型インフルエンザ発生時における指導医の確保体制の検討 

 

（参考：資料Ｂ 業務継続計画策定の検討に用いる帳票（例）） 
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（２）装備・資器材等確保計画の検討 

新型インフルエンザ発生時に、必要な装備・資器材等を確保できるよう、あら

かじめ装備・資器材等について把握し、対応を検討しておく必要がある。 

 

 

□ 新型インフルエンザ発生時に、確保が困難になると予想される装備・資器材

等を確保するための計画の立案 

 

□ 消防業務全般に必要な装備・資器材等のリスト化・把握 

 

□ 新型インフルエンザ発生時に確保が困難になると予想される装備・資器材

等の抽出 

 消耗品（定期的な購入品）、定期的なレンタル品 

 定期的に委託している業務サービス 

  （具体例） 

 搬送に必要な装備・資器材 

 酸素 

 燃料 

 毛布等のクリーニング（救急車内で使用するものや宿直用寝具等） 

 感染性廃棄物の処置 

 食事 

 署内の清掃 

□ 備蓄の検討 

□ 調達先・委託事業者の状況把握・調整検討 

 ※ 大流行は２ヶ月続くと考えられており、この間、一般の事業者は休業

することが想定される 

  □ 代替措置の検討 

 洗濯、調理、清掃等の職員での対応 

 廃棄物を保管しておける倉庫等場所の確保 

 

（参考：資料Ｂ 業務継続計画策定の検討に用いる帳票（例）） 

 

 

 （３）増大する１１９番通報への対応計画の検討 

新型インフルエンザ発生時において、市民からの患者搬送要請や問合せ等のた

めに１１９番通報の増大が想定される中、火災等の通報に適切に対応できるよう、

あらかじめ各地方自治体の新型インフルエンザに対する取組み等を把握し、対応

を検討しておく必要がある。 
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□ 新型インフルエンザ発生時に、増大が予想される１１９番通報に対応するた

めの計画の立案 

 

□ 地方公共団体の取組みの把握 

 都道府県、市町村の新型インフルエンザに関する計画等 

 発熱相談センター等、適切な相談窓口 

 

□ 救急需要対策についての市民への周知・広報体制の検討 

 広報誌の利用 

     

 

 

 （４）関係機関との連携 

新型インフルエンザ発生時において、関係機関と円滑な連携体制を構築できる

よう、あらかじめ関係機関の役割や連絡先について把握し、対応を検討しておく

必要がある。 

 

 

□ 新型インフルエンザ発生時に、関係機関と円滑な連携体制を構築するための

計画の立案 

 

□ 情報提供、報告先の把握 

 消防関係機関（市町村 ←→ 都道府県 ←→ 消防庁） 

 衛生主管部局等関係機関 

 

□ 衛生主管部局に確認しておくべき事項（次表参照） 

 

□ 地域の実情に応じた連携体制の検討 

 国際空港、国際港周辺 
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衛生主管部局に確認しておくべき事項 

 

 

□ 相互の連絡窓口の設定 

 

□ 衛生主管部局による患者搬送体制に係る取組み 

 

□ 指定医療機関等、救急搬送すべき医療機関と連絡先 

 

□ 発熱相談センターの設置場所と連絡先 

 

□ 発熱外来の設置場所と連絡先 

 

□ 新型インフルエンザの疑いのある患者を救急搬送する際の連携手順 

 

□ 市民から新型インフルエンザに関する相談があった際の対処手順 
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３．３ 感染防止策の検討 

 

（１）感染防止策 

 新型インフルエンザ発生時において、消防機関内で新型インフルエンザの感染を

防止できるよう、あらかじめ感染の生じる可能性がある環境について把握し、対応

を検討しておく必要がある。 

  

□ 新型インフルエンザ発生時に、消防機関内における新型インフルエンザ感染

を防止するための計画の立案 

 

□ 季節性インフルエンザの予防接種の励行 

  ※ 新型インフルエンザの初期症状は、季節性インフルエンザと鑑別がつき

にくい可能性があるため。 

 

□ 咳エチケット、うがい、感染防止上適切な手洗いの励行 

  ※ 咳エチケット 

（参考：厚生労働省ＨＰ http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html） 

● 咳・くしゃみの際はティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から

顔をそむけて１ｍ以上離れましょう。 

● 鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにフタ付きの専用のゴミ箱

に捨てましょう。 

● 咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。 

 

□ 新型インフルエンザ発生時における感染防止策の検討 

  □ 職員、家族の健康管理体制の検討 

 職員の体調管理（出勤前や職場で体温等健康状態について把握） 

 家族における感染、感染疑いの把握 

□ 職員同士の感染が生じる可能性がある環境の把握 

□ マスク使用、距離を２ｍ程度保つ、又は間仕切りで区切る等、対策の

検討 

 仮眠室におけるベッドの配置 

 消防車等車内 

 執務室の職員の座席配置 

  （参考）プレパンデミックワクチンの接種やインフルエンザ薬の投与に 

ついては、別途、内閣官房・厚生労働省で検討中。 
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（２）新型インフルエンザ対応のための資器材の整備 

新型インフルエンザ発症者の救急搬送や職場での感染防止のために、感染防護

資器材、患者用のサージカルマスク、消毒剤、感染症廃棄物処理容器などを整備

しておく。 

 

（３）発症者が出た場合の対処 

  感染防止策を十分に実施しても消防機関内で発症者が出る可能性がある。発症者

出た場合の対処方法を検討しておく。 

 

表４ 消防本部内で発症者が出た場合の対処の例 

① 発症の疑いのある者を会議室や開放スペース等に隔離する。発症者が自力で

会議室等に向かうことができない場合は、感染防護資器材を装着した職員が発

症者にサージカルマスクを着けさせた上で運ぶ。 

 

② 発症者ではない職員が、保健所等に設置される予定の発熱相談センター等に

連絡し、発症した日付と現在の症状を伝え、今後の治療方針（搬送先や搬送方

法）について指示を受ける。同じ症状であっても、地域の感染と医療資源の状

況に応じて対応が変わりうることから、発症者を確認するたびに指示を受ける

ことが望ましい。 

 

③ 同じ隊にいる者、同じ当直日に同じ当直室だった者に症状等がないか、特に

厳重に管理する。 

 

 

 

（参考：資料Ｃ 新型インフルエンザ感染疑い患者の救急搬送に係る留意点、 

資料Ｄ 職場における感染防止策（例）） 
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４ 新型インフルエンザ発生時の活動 

感染防止策を実施するとともに、人員計画に従って職員配置を行う。救急業務は、

発症者の発生状況と医療体制を踏まえて、救急出動要請への対応内容を変更する。 

 

４．１ 発生時の活動（フェーズ４Ａ・４Ｂ） 

海外で新型インフルエンザが発生（フェーズ４Ａ）、又はわが国で発生したり（フ

ェーズ４Ｂ）している状況である。各消防機関において、発症者第一例の発生に備

えることとなる。 

 

（１）感染防止策 

予め定めた感染防止策を実施する。 

 

（２）救急活動 

管轄地域での新型インフルエンザ発症者の第一例発生に備える。 

通常の救急搬送業務は維持する。 

 

（３）消火・救助活動 

通常通り活動を行う。 

 

（４）その他の業務 

予め定めた人員計画に基づき業務を縮小する。 

優先して継続する業務に必要な保守業者及び資器材等の確保を行う。 

 

 

４．２ 発生時の活動（フェーズ５・６） 

 わが国で流行が開始（フェーズ５）、大流行（フェーズ６）している状況である。

管轄地域で発症者が多数発生している。 

 

（１）感染防止策 

予め定めた感染防止策を実施する。感染するリスクが高い濃厚接触を極力避ける。 

発症した職員と濃厚接触した職員は、原則として自宅待機とし（10 日間以内の予

定）、感染の有無を明らかにする。 

 

（２）救急活動 

保健所（発熱相談センター）との連絡を密にし、発症者の発生状況と医療体制を

踏まえて救急搬送を行う。 

通常の救急搬送業務はできる限り維持する。新型インフルエンザ患者搬送をほぼ
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専用とする救急車を決めておき（予備救急車含め）、搬送にあたる案もある。 

 

（３）消火・救助活動 

機能を維持するよう努める。 

消火・救助活動の相手が発症者である場合を想定し、職員は感染防止に留意する。 

 

（４）その他の業務 

予め定めた人員計画に基づき業務を縮小する。 

優先して継続する業務に必要な保守業者及び資器材等の確保を行う。 

 

 

４．３ 小康状態での活動 

わが国で新型インフルエンザの流行の波は、2～3回来ると考えられている。流行

の波と波の間を小康状態という。発症した職員も回復し、職場復帰が可能となる。 

 

（１）感染防止策 

感染防止策は継続する。 

２回目、３回目の波が来る間にウイルスが大きく変異した場合、罹患・治癒した

者も再度感染するおそれがある。 

 

（２）救急活動 

保健所（発熱相談センター）との連絡を密にし、発症者の発生状況と医療体制を

踏まえて、救急搬送を行う。 

通常の救急搬送はできる限り維持する。 

 

（３）消火・救助活動 

通常通り活動を行う。 

 

（４）その他の業務 

予め定めた人員計画に基づき縮小した業務を一部回復させる。 

優先して継続する業務に必要な保守業者及び資器材等の確保を行う。 

 

 

４．４ 危機管理 

 

（１）消防機関内での大規模感染 

職員間で感染が拡大し、消防機関として機能を維持できなくなる可能性も否定で

きない。その場合には、優先して継続する業務をさらに絞ることを検討するととも
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に、他の消防機関から広域応援を得ることを考慮する必要がある。しかしながら、

応援派遣する消防機関側の機能維持も重要であるという問題もあることから、対応

方法等については、現在、消防庁の消防機関における新型インフルエンザ対策検討

会で検討中である。 

 

（２）自然災害や大規模事故の発生 

新型インフルエンザ流行中に自然災害や大規模事故等が発生する可能性は否定

できない。 

必要に応じて応援を行い、消防機関間で連携をとりつつ対処していく必要がある。

ただし、応援派遣する消防機関側の機能維持も重要であることから、状況に応じた

相互調整が必要である。 
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５ 計画の運用 

 

５．１ 教育・訓練 

 

（１）職員への教育と行動変容  

各消防機関は、正しい知識を習得し、職員への周知に努める。現時点から始める

べき感染予防策を実践することが求められる。 

感染予防策は、幹部から職員一人ひとりまで全員による行動変容が重要である。

そのため、現時点で始める感染予防策を決め、幹部自らが率先して実践することが

望まれる。通常のインフルエンザについても感染の疑いがある場合、積極的に休ん

で医療機関の診察を受けることを励行する（無理をして出勤した場合、出社途中や

職場において感染を広めるリスクがある。）。 

職場における感染予防策について、職員に対する教育・普及啓発を行う（新型イ

ンフルエンザの基礎知識、職場で実施する感染予防策の内容、本人や家族が発症し

た際の対応等）。 

 

（２）訓練の実施 

新型インフルエンザ対策に対する幹部・職員の意識を高め、的確な行動をとれる

よう、新型インフルエンザの発生に備えた訓練を実施する。 

（訓練内容例） 

・ フェーズ４Ａ発表、フェーズ４Ｂで従業員が発症、フェーズ６に進展など複

数の状況を設定し役割分担を確認 

・ 感染予防策に関する習熟（例：個人保護具の着用、出勤時の体温測定等）を

確認 

・ 職場内で発症者が出た場合の対応（発熱外来への連絡、病院等への搬送、職

場の消毒、濃厚接触者の特定等）を確認 

・ 幹部や職員の発症等を想定した代替者による重要業務の継続を確認 

 

５．２ 検証・見直し 

 

消防機関は、関係機関との協議等を踏まえ、業務継続計画の検証・見直しを行う。

また、定期的訓練の後や新知見が発覚した際にも、業務継続計画の検証・見直しを

行う。 

実際に新型インフルエンザが発生した際、本ガイドラインで想定したとおりに事

態が進展するとは限らない。国等が提供する情報を適宜入手し、必要に応じて業務

継続計画の検証・見直しを実施し、適切な対策をとることが重要である。 



資料Ａ 中央省庁業務継続ガイドラインについて〔概要〕1 

・本ガイドラインは地震が主な対象であるが、業務継続計画の考え方等の参考にされたい。 

 
                                                  

1 内閣府（防災担当）「中央省庁業務継続ガイドライン～首都直下地震への対応を中心とし

て～」（平成 19 年 6 月）（http://www.bousai.go.jp/jishin/gyomukeizoku/index.html） 
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資料Ｂ 業務継続計画策定の検討に用いる帳票（例） 

 

・ 職員ごとに救急、消火・救助、通信指令への勤務が資格及び経験上、可能かどうかを把握・

整理しておく。 

 

・ 通勤手段等の理由で出勤困難となる職員を事前に把握・整理しておく。 

・ 新型インフルエンザに関する業務の優先度等に応じて人員計画を作成しておく。 
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〔様式例１〕職員の勤務条件に関する把握・整理 

 
・消防機関の全ての職員について把握・整理を行う。 

・各職員が、新型インフルエンザ発生時出勤することに支障があるかを把握する。（共働き家庭で、保育園や学校が休止した際の対処は事前に整理し

ておく。） 

 

・各職員が、救急、消火・救助、通信指令への代替勤務が資格及び経験上、可能かどうかを把握する。 

 

職級 氏名 
現業務 

（所属） 

出勤対策が必要な者*1 代替要員*2 資格・職歴*3 

 具体的内容 救急
消火 

救助 

通信

指令
救急 

消火 

救助 

通信 

指令 

司令

補 
消防 太郎 予防課 × 通勤困難 ○ ○ － 

救急標準課程修

了 

平成 15-16 年度

に勤務あり 
 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

*1：×＝対策の必要あり（例：通常、満員電車や満員バスを用いて通勤している。遠方であるため徒歩による通勤は困難であり、自家用車等を保有し

ていない。代替手段を確保しておく必要あり。） 

*2：○＝代替可能 

*3：代替可能かどうかの根拠として、資格・職歴を記入。
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〔様式例２〕確保が必要な装備・資器材等の整理 

・救急、通信指令、消火・救助の業務にそれぞれ必要な装備・資器材及び保守業者等を洗い出す。 

・新型インフルエンザ発生時、これらの装備・資器材及び保守業者が調達・操業可能かどうかを

検討し、必要に応じて備蓄や内製等の対策を講じる。 

 

区分 
消耗品・資器材、 

保守業務 

調達・保守

間隔（時期）
調達・委託業者 

２ヶ月間、業者

休業時の対応策

全般 

消防・救急車両の燃料    

小型動力機の燃料    

消防ヘリの燃料    

隊員の食事（日勤／宿直）    

隊員服や宿直寝具等のクリ

ーニング 

   

清掃（執務室・トイレ）    

医療廃棄物の処理    

  

 

  

救急 

隊 

運用 

医薬品    

消毒剤 

・次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

・ｲｿﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ、ｴﾀﾉｰﾙ 

・速乾性手指消毒剤 

   

医療用機器の保守    

感染防御具 

・感染防止衣 

・N95 マスク 

・ゴーグル 

・ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ手袋 

   

サージカルマスク（患者用）    

酸素    

その他消耗品 

（         ） 

   

 

 

   

消防 

隊 

運用 

消火剤    

その他消耗品 

（         ） 

   

 

 

   

救助 

隊 

運用 

消耗品 

（         ） 

   

 

 

   

通信 

指令 

情報通信システムの保守    

  

 

  

注：消防機関において本表を適宜改編して、確保が必要な資器材や保守業務を整理されたい。



 〔様式例３〕人員計画様式例
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業務継続計画策定の検討に用いる帳票（例）
   〔様式１〕人員計画（平常時と新型インフルエンザ発生時）

①平常時の勤務体制

100%

項目

職員数

隊　数

勤務シフト
救急車台数〔予備〕

②新型インフルエンザ発生時の勤務体制（フェーズ４B以降、職員の罹患がない場合）

100%

項目

職員数

隊　数

勤務シフト

救急車台数〔予備〕

・通常の勤務体制から、予備救急車を稼動させるとともに、救急隊を増員する。

・消火・救助、通信指令の体制は、出来る限り維持する。

③新型インフルエンザ発生時の勤務体制（職員の多くが罹患した場合）

増加分

75%

項目

職員数

隊　数

勤務シフト
救急車台数〔予備〕

・例えば職員の25％が出勤できない場合の勤務体制を検討しておく。

・消火・救助、通信指令の体制は、出来る限り維持に努める。

人

その他業務

人

―

―

―

人

―

―

人 人 人 人

―

救急 消火･救助 通信指令

〔　〕台

出勤者数

その他業務 出勤者数

隊 隊 ― ―

部制

救急

人

隊

部制

―
・平常時の人員計画（業務種類ごとの職員人数）を基に、新型インフルエンザ発生時の
人員計画を立案しておく。

通信指令

人

―

部制

―

消火･救助

人

隊

―

〔　〕台 ― ― ―

部制 部制 部制 ―

救急 消火･救助 通信指令 出勤者数

人 人 人 人

その他業務

部制 ― ―

隊 隊 ― ― ―

増加分

〔　〕台 ― ― ―

部制 部制

人

平常時の消防力

新型インフルエンザ流行時において最低限維持

［対応方法の例］

・職員の資格職歴等に基づき、職員配置の割り振りを行う。

・通勤手段等の理由で出勤困難となる職員を事前に把握しておき反映する。

・予備救急車がある消防機関においては、予備救急車を含む救急隊数を確保するよう努める。

・状況によっては、勤務シフトの変更（例：3部制→2部制）や、近隣消防本部から広域応援を得ることを検討する。

※ 本件は例示であり、実際の人員計画は、消防本部の実情に合わせて組むことができる。
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資料Ｃ 新型インフルエンザ感染疑い患者の救急搬送に係る留意点 

新型インフルエンザに感染している疑いがある患者を救急搬送する場合の留意

点を以下に示す。 

 

（１）患者搬送に必要な器材 

用途 物品 留意点 

感染防護具

（１回の搬送

ごとに交換） 

 

感染防止衣（上・下）

 

・水を通さない材質 

・通常救急隊が、スタンダードプレコーショ

ンで使用している感染防止衣でよい 

（つなぎ服である必要はない） 

※ なお、80 度 10 分間以上の熱水消毒と乾燥

を行う等、十分に清潔にし、その行程に耐

えうる感染防止衣を使用する場合には、再

使用を否定するものではない 

手袋 ・水を通さない材質 

・手指にフィットするもの 

・搬送中であっても、汚染が明らかになった

時点で交換 

Ｎ９５マスク 

 

 

ゴーグル ・患者由来の液体が目に入らないように防御 

・救急搬送後、十分な消毒を行った場合には

再使用可能 

拡散防止 サージカルマスク 

 

・患者が使用 

消毒 手指消毒用アルコー

ル製剤 

次項「新型インフルエンザウイルスの消毒」

参照 

車内・資器材等消毒

剤 

清拭用資材（タオル、

ガーゼなど） 

 

その他 感染性廃棄物処理容

器 
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参考：新型インフルエンザウイルスの消毒 

 

 

１） 器材  

 

80℃、10 分間の熱水消毒  

0.05～0.5w/v％（500～5,000ppm）※次亜塩素酸ナトリウムで清拭または 30 分間浸

漬  

2w/v～3.5w/w％グルタラールに 30 分間浸漬  

0.55w/v％フタラールに 30 分間浸漬  

0.3w/v％過酢酸に 10 分間浸漬  

70v/v％イソプロパノールもしくは消毒用エタノールで清拭・浸漬  

 

 

２） 環境  

 

0.05～0.5w/v％（500～5,000ppm）※次亜塩素酸ナトリウムで清拭  

消毒用エタノールで清拭  

70v/v％イソプロパノールで清拭  

 

 

３） 手指消毒  

 

速乾性擦式消毒用アルコール製剤（使用量は製剤の使用説明書を参照） 

 

 

出典：厚生労働省新型インフルエンザ専門家会議 

医療施設等における感染対策ガイドライン 

             ※ 濃度については第22回新型インフルエンザ及び鳥イ

ンフルエンザに関する関係省庁連絡会議により改正 

 



（２）感染防止衣 着脱方法 

（1）着衣 

 

①制服の上から感染防護衣を

着る。 

②ズボンを履く（ズボンと上着

を着る順番は決まりなし）。 

③上着を着る。 

 

④上着のファスナーを閉める

（写真は前開きタイプ） 

⑤Ｎ９５マスクを付ける。※ ⑥下のゴムを頭の後ろに回す

（耳の下を通るように）。 

 

⑦上のゴムを頭の後ろに回す

（耳の上を通るように）。 

⑧マスクを広げる。 ⑨顔に密着するようにマスク

の形を整える。 

 

⑩ゴーグルを付ける ⑪ゴーグルが顔にフィットす

るよう整える。 

⑫帽子又はヘルメットを被る。
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⑬帽子又はヘルメットを被る。 ⑭手袋を付けて完了。 ⑮手袋は防護衣の袖の上まで

はめる（防護衣の袖を手袋で十

分に覆う）。 

 

（２）脱衣 

 

①手指消毒を行う。 ②上着を脱ぐ。手袋をしたまま

前面のチャックを開く。 

③上着の外側をつまみながら

脱ぐ。 

  

④脱いだ防護衣は、裏返しにな

るように丸め、大きいビニール

袋等に入れる。 

⑤手袋をとる。手袋の手首の内

側をつまみ上げる。 

⑥脱いだ後が、裏返しになるよ

うにとる。 

   

⑦脱いだ手袋は、落とさず持ち

続ける。 

⑧手袋の内側に指を入れ、めく

り上げる。 

⑨片方の手袋をとる。最初に脱

いだ手袋を包み込む。 
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⑩手指消毒を行う。 ⑪ズボンを脱ぐ。ズボンの汚染

はあまり無いと考えられるが、

外側に触れないようにする。 

⑫脱いだ後、裏返しになるよう

に脱ぎ、手指消毒を行う。 

   

⑬ヘルメット又は帽子を脱ぐ。 ⑭ゴーグルをとる。ゴーグル前

面は汚染のおそれがあるので

触れないこと。 

⑮マスクをとる。上のゴムを外

す。外すときはゴムを持つこと

（不織紙部分は持たない）。 

   

⑯下のゴムを外す。 ⑰不織紙部分は汚染のおそれ

がある。 

⑱脱いだ防護衣を廃棄、手指消

毒を行って完了。 
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罹患者および救急車同乗者へのサージカルマスク着用方法 

 

 

① サージカルマスクを着用

する。（基本的に、着用は

罹患者自らにさせる。） 

② 両耳にゴムをかけた後、鼻

を覆うようにマスクを被

せ、鼻の形にワイヤーを整

える。 

③ あご全体を覆うように、マ

スク下部を広げて被せる。

 

  

④ 全体的に見て、隙間ができ

ていないか確認する。 

  

監修：国立感染症研究所 森兼啓太主任研究官 

 

※現場到着後、新型インフルエンザ罹患者と判明した場合は、Ｎ９５マスクの着用を最優先する。 

 

※一般的な着脱方法について解説したものであり、現場の状況によっては、この順序と異なる着

脱を行なった方が適切な場合もある。 
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（３）救急隊の対応のポイント 

 

（搬送先の決定） 

○ 各フェーズに応じて、新型インフルエンザの感染患者に対応する医療機関等

を都道府県等の衛生主管部局が設定することとなっている。そのため、新型イ

ンフルエンザの感染が疑われた場合、どの医療機関に搬送すべきかについては、

衛生主管部局と調整しておく。 

※ 初期の段階での対応としては、救急隊が現場出場している間に、衛生主管

部局で医療機関を選定するといった連携体制を、事前に構築しておくことも

考えられる。 

 

（救急搬送の実施） 

○ 患者へは基本的にサージカルマスクを着用させる（気管挿管等でされている

場合等を除く） 

○ 患者家族は同乗させない。 

○ 救急搬送中は、換気扇の使用や窓を開放するなどにより、換気を良好にする

ように努める。 

○ 搬送中は周囲の環境を汚染しないように配慮し、特に汚れやすい手袋に関し

ては汚染したらすぐに交換する。手袋交換の際は手指消毒を行なう。 

○ 搬送する患者が、新型インフルエンザに感染している疑いがある患者である

ことを搬送先の医療機関にあらかじめ告げ、必要な感染対策を患者到着の前に

とれるようにする。 

○ 搬送する段階で、新型インフルエンザ感染を全く疑わずに搬送を終了し、の

ちに患者が新型インフルエンザであると判明した場合は、速やかに保健所等に

連絡し、「積極的疫学調査ガイドライン」に従った搬送従事者（場合によって

は、濃厚接触者である家族、消防署の職員を含む。）の健康観察等、対応を求

める。 

 

（資器材等の廃棄） 

○ 使用した防護具の処理を適切に行なう。特に脱いだマスク、手袋、ガウン等

は汚染面を内側にして、他へ触れないよう注意しながら対処し、感染性廃棄物

として処理する。 

 

（救急車） 

○ 救急車内の対応として、以下いずれかの対応が考えられる。 
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・ 運転席の部分と、患者収容部分を仕切る。仕切りがない場合には、ビニル

などの非透水性の資材を用い、一時的にカーテン状に囲い運転席側への病原

体の拡散を防ぐ。 

・ 特に仕切ることなく、運転席も含め、換気扇の使用や窓を開放するなどに

より、換気を良好にする。 

○ 消毒等行う前に、まず、十分に救急車を開け放し、換気をよくする。可能で

あれば、患者を降ろした後、ドアを閉めてしまうことなく、十分な換気を図る。 

○ 患者搬送後の消毒については、可能であればストレッチャーを外に出し、車

内スペースを広くし、目に見える汚染に対して次亜塩素酸ナトリウム水溶液ま

たはアルコールにより清拭・消毒する。ただし、手が頻繁に触れる部位につい

ては、目に見える汚染がなくても清拭・消毒を実施する。 

なお、患者搬送後の消毒は、患者搬送時に使った感染防護具を外し、手洗い

又は手指消毒を行ったあと、改めてサージカルマスクや手袋等の感染防護具を

着用して行うことが望ましい。 

 

（アイソレータの使用） 

○ アイソレータの使用は不要である。 

 

（靴カバーの使用） 

○ 転倒リスクの他に、使用した靴カバーを外す際に、手指が汚染されるリスク

が懸念されることから、靴カバーの使用は不要である。（これまでに通常のイ

ンフルエンザが靴から感染したという報告はない）。 
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（４）新型インフルエンザ対策を念頭に置いた１１９番通報受信時に聴取すべき内容

について 

 

新型インフルエンザ対策を念頭に置いた、１１９番通報受信時に聴取すべき内容に

ついて以下整理する。なお、実際に新型インフルエンザが発生した際には、より特徴

的な症状等が明らかになる可能性がある。 

 

 

＜渡航歴等＞ 

 

□ 渡航歴（過去 1週間） 

  ・ 渡航した国、渡航した場所 

  ・ 鳥インフルエンザ（or 新型インフルエンザ）の流行地域へ滞在、又は 

立ち寄ったか否か 

 

□ 鳥インフルエンザ（or 新型インフルエンザ）疑いの患者との接触の有無 

 

 

＜症状＞ 

 

□ 発熱の有無 （      度） 

 

□ 咳、呼吸困難の有無 

 

□ 全身症状（頭痛、関節痛、筋肉痛）の有無 

 

 

複数の項目にチェックがついた場合、特に、＜渡航歴等＞と＜症状＞のいずれの項

目にもチェックがついた場合には、新型インフルエンザも疑って感染防護等の対応を

行う。 
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資料Ｄ 職場における感染防止策（例） 

 
・消防機関内で感染を予防・拡大防止するための対策を立案し実行する。 

・また、消防機関内で発症者が出た場合に備えて、その対応方法を取り決めておく。 

 

（１）職場における感染防止策 

感染防止策の例を示す。消防機関の実態を踏まえ、採否や他の方法を検討されたい。 

 

①入館管理 

・職員は毎日の出勤時に体温チェックを行う。 

・委託業者、来客についても入館時の体温チェックへの協力を要請する。 

 

②執務室 

・机間の距離を空ける（可能であれば 2ｍ以上）、又はパーティションで区切る。 

・対面の会議を避ける。 

・執務中にマスク（サージカルマスク）を着用する。 

・清掃・消毒を励行する。 

・来客が立ち入る区画を限定する。応対者はマスクを着用し、相手との距離を保つ。 

 

③食堂等 

・ある時間帯に職員が集中しないよう時差制をとる。 

・清掃・消毒を励行する。 

 

④仮眠室 

・入室前に体温チェックを行う。 

・ベッド間の距離を空ける（可能であれば 2ｍ以上）、又はパーティションで区切る。 

・シーツ類を利用者ごとに用意したり、利用者が変わるごとに洗濯したりする。 

・仮眠中にマスク（サージカルマスク）を着用する。 

・清掃・消毒を励行する。 

 



仮眠室           執務室           救急車 

   

 パーティション付き仮眠室       滅菌装置         シャワー室 

   

 

 

（２）消防機関内で発症者が出た場合の措置 

対応する作業班員及び対応手順を予め取り決めておく。 

 

①発症者への対応 

・作業班員（感染防御具を装着、消防署や庁舎ごとに予め指名）が、発熱相談センター(保健所が

設置)に連絡する。 

・作業班員は、発症者を消防機関の連絡車等により、発熱相談センターから指示された医療機関

に連れて行く。（パンデミック時で発熱相談センターに連絡がつかない場合、独自の判断で発熱

外来等に連れて行く。） 

 

②濃厚接触者の自宅待機等 

・発症者が救急隊員や消火・救助隊員の場合、濃厚接触（例：2 日前以降、一緒に出動した）の

可能性がある隊員を発熱相談センターの指示により自宅待機等（10 日間以内）させる。 

・発症者がその他業務の職員の場合、職場の感染防止策の実施状況を踏まえ、濃厚接種の可能性

ある職員を特定し自宅待機等させる。 

 

③職場等の消毒 

・作業班員は、職場内や車両で発症者の飛沫が付着しそうな箇所を消毒する。消毒後は、その職

場や車両で勤務して差し支えない。
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資料Ｅ 新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）〔抜粋〕2 

・このガイドラインでは、国・地方公共団体等がフェーズ４以降に実施する新型インフルエンザ対策が記載されて

いる。その中には消防機関に関する内容もあり、以下に抜粋・整理する。 

 新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）

水際対策： 国外からの流入を阻止

○ 全体図

                                                  
2 厚生労働省が公表している新型インフルエンザ専門家会議「新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以

降）」（平成 19 年 3 月 26 日）に基づき、消防庁で抜粋・整理した。

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/09.html） 

入国者への検疫強化 （検疫ガイドライン）

有症者・・・感染症指定医療機関に停留
無症状者・・・スクリーニング（質問票・サーモグラフィ）

→濃厚接触者・・・（通常の）医療機関に停留
→その他同乗者・・・健康監視（外出自粛、健康状況報告、マスク配布等）

症例の早期発見：

発生初期の対応：

医療としての対応：

疑い症例報告システムの確立

（サーベイランスガイドライン）

一刻も早い対応のために

状況把握と拡大防止

患者の接触者調査

（積極的疫学調査ガイドライン）

発症予防のためのタミフル予防投与

＆ 薬剤以外による感染防御策

（早期対応戦略）

拡散前に抑え込む

医療機関での検査

（医療機関における診断検査ガイドライン）

「発熱外来」の設置と医療機関での隔離

（医療体制に関するガイドライン）

院内感染対策

（医療機関における感染対策ガイドライン）

（ワクチン接種に関するガイドライン）

（抗インフルエンザウイルス薬

に関する ガイドライン）

社会での対応： 拡散防止に努める

家庭等での対応

（個人及び一般家庭・コミュニティ

・市町村ガイドライン）

企業等での対応

（事業者・職場におけるガイドライン）

リスク・コミュニケーション
（情報提供・共有に関するガイドライン）

死亡した場合の対応

遺体の適切な取扱い

（埋火葬の円滑な実施

に関するガイドライン）

医療対応 社会対応

新型インフルエンザ対策本部設置

新

型

イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ

対

策

専

門

家

諮

問

委

員

会

設

置
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1

新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）（抜粋）新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）（抜粋）

１．医療体制に関するガイドライン（抜粋）１．医療体制に関するガイドライン（抜粋）
◆（「４．医療資材の確保について」）

・・・消防機関等は、ＰＰＥ（個人防護具）や診断キットを備蓄しておく。
（cf. 医療施設等における感染対策ガイドライン、「鳥（H5N1）・新型インフルエンザ（フェーズ3～5）対策における患者と
の接触に関するPPE（個人防護具）について（国立感染症研究所））

◆（「７．患者搬送及び移送について」）
（１）患者搬送に必要な準備について

○ 感染症法第１９条に基づく入院勧告のなされていない患者については、緊急性があれば消防
機関による搬送が行われること となるが、この場合であっても、消防機関においては、「医療施
設における感染対策ガイドライン ６ 患者搬送における感染対策」を参考に、感染予防のため必
要なＰＰＥ等の準備を行う。

（２）パンデミック発生時における患者搬送体制について
○ パンデミック発生時に入院勧告を行われた患者が増加すると、都道府県による移送では対応
しきれない状態が想定されるため、都道府県は、事前に消防機関等関係機関と協議し、パンデ
ミック発生時における患者の移送体制を確立させる。

○ 新型インフルエンザの症状を有する者の数が増加した場合、患者を迅速に適切な医療機関へ
搬送できるよう、患者搬送を行 う機関（都道府県及び消防機関等）と医療機関にあっては、積極
的に情報共有等の連携を行う。

○ 新型インフルエンザ患者等による救急車の要請が増加した場合、従来の救急機能を維持する
ために、不要不急の救急要請の自粛や、症状が軽微な場合における民間の患者等搬送事業者
の活用等の普及啓発を行い、救急車の適正利用を推進する。

２．２． 医療施設等における感染対策ガイドライン医療施設等における感染対策ガイドライン
◆（「５．患者搬送における感染対策」） （概要）

新型インフルエンザ患者（疑わしい例も含む）から搬送の要請があった場合や、新型インフルエン
ザ患者を収容することが適切でない施設にお いて新型インフルエンザ患者が発生した場合、ある
いはそのような医療 機関に患者が直接来院した場合などには、患者搬送が必要となる。・・（中
略）・・搬送従事者は標準予防策、接触感染・飛沫感染・ 空気感染を予防する策のすべてを実施し、
搬送距離・時間をできるだけ 短くすることが基本である。

（１） 患者 ・・・サージカルマスクの着用等
（２） 搬送従事者・・・N95マスク・眼の防護具（フェイスシールドまたはゴーグル）・手袋・ガウンの着

用（１回の搬送ごとに交換）、手指消毒、防護具の処理（感染性廃棄物として
処理）

（３） 搬送に使用する車両など・・・運転者と乗員の部位と患者収容部分の隔離や病原体拡散の防
止、清拭・消毒

（４） その他・・・患者家族の同乗禁止、搬送従事者の健康観察、感染性廃棄物の処理に関して関
係機関と検討
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1

３．新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライン３．新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライン

４．４． 抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン

プレパンデミックワクチン パンデミックワクチン

接種準備開始
時期

フェーズ４Ａ宣言直後 フェーズ４以降、製造終了次第

対象者 医療従事者（救急隊員含む）

社会機能維持者等（※１）

全国民

（ただし、製造量に一定の限界があ
る場合は新型インフルエンザウイル
スが成人に重傷者が多い場合か高
齢者に多い場合か等により対象者を
決定）

供給及び接種
体制

各省庁・都道府県からの実施計画
を受け、厚生労働省は接種対象者
と順位を決定（フェーズ４Ａ宣言後、
正式に決定）。

厚生労働省はパンデミックワクチン
製造中に新型インフルエンザウイル
スの性質に基づき、接種対象者と順
位を決定

接種方法 集団接種

接種場所 保健所や保健センターなど（ただし、医療従事者は自らの医療機関にて接
種可。社会機能維持者については、事業所内に診察が可能な施設を有す
る場合は当該事業所内での接種可）

プレパンデミックワクチン パンデミックワクチン

接種準備開始
時期

フェーズ４Ａ宣言直後 フェーズ４以降、製造終了次第

対象者 医療従事者（救急隊員含む）

社会機能維持者等（※１）

全国民

（ただし、製造量に一定の限界があ
る場合は新型インフルエンザウイル
スが成人に重傷者が多い場合か高
齢者に多い場合か等により対象者を
決定）

供給及び接種
体制

各省庁・都道府県からの実施計画
を受け、厚生労働省は接種対象者
と順位を決定（フェーズ４Ａ宣言後、
正式に決定）。

厚生労働省はパンデミックワクチン
製造中に新型インフルエンザウイル
スの性質に基づき、接種対象者と順
位を決定

接種方法 集団接種

接種場所 保健所や保健センターなど（ただし、医療従事者は自らの医療機関にて接
種可。社会機能維持者については、事業所内に診察が可能な施設を有す
る場合は当該事業所内での接種可）

※１ 社会機能維持者とは、①治安を維持する者（消防隊員含む）、②ライフラインを維持する者、③国又は地方
公共団体の危機管理に携わる者、④国民の最低限の生活維持のための情報提供に携わる者、⑤ライフライン
を維持するために必要な物資を搬送する者

予防投与
○ 早期対応戦略時及び、患者に濃厚接触した医療従事者等でワクチン未接種
の者が十分な防御なく、暴露した場合に投与

通常インフルエンザ治療
○発症後４８時間以降や、健常成人で新型インフルエンザの感染が考えにくいなどの場合は、投

薬を控える

感染拡大時
○発症後４８時間以内の服用開始を原則とし、重症入院患者を優先

○実際に流行するウイルスの性質によって、外来患者に対する投与の優先順位を検討
（①医療従事者（救急隊員含む）及び社会機能維持者（消防隊員含む）の外来患者、
②医学的ハイリスク群の外来患者、③小児、高齢者の外来患者、④成人の外来患者）

投与方法投与方法

新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）（抜粋）新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）（抜粋）
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1

新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）（抜粋）新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）（抜粋）

５．事業者・職場におけるガイドライン（抜粋）５．事業者・職場におけるガイドライン（抜粋）
１．新型インフルエンザとは （略）
２．新型インフルエンザ発生前の準備
（１）、（２） （略）
（３）新型インフルエンザ流行時の業務運営体制の検討

→ 従業員等が欠勤した場合に備えた業務運営体制について、検討を行い、必要に応じて対策
を講じるべき。

（４）従業員等への感染の予防のための事業者・職場の事前の措置

（５）感染予防・感染拡大防止のための物品の備蓄
→ マスク・手袋・石鹸及び手指消毒用アルコール

（６）社会機能維持に関わる事業における業務継続についての検討
→検討・確認を行い、必要に応じて計画の策定を行うことが望まれる事項は次のとおり。

３．国内外で新型インフルエンザが発生した直後からの対応
（１）情報収集及び周知 （略）
（２）職場内での感染拡大予防のための措置

○ 手洗いの励行

○ 従業員等の感染予防策や健康状態の自己把握のための、健康教育の実施

○ 従業員等の海外渡航情報を把握する仕組みを構築（外務省の渡航情報発出以降）

○可能であれば、①在宅勤務、②重要でない会議、会合、研修等の中止又は延期、③電話会

議やビデオ会議への変更、④ラッシュ時の通勤及び公共交通機関の利用を可能な限り回避

するなどの、感染拡大防止のための業務形態を採用

○ 危機管理体制の確認

○ 業務の継続に必要な機能、業務、設備及びその他リソースの検討

・業務の継続のために必要な部署の特定及びこれらの部署に対する感染予防策の検討（従業員等

に対する検温等、サーベイランス体制の強化、対面の会議等の自粛等）

・業務の継続のために必要な業務及び交代・補助要員の確保の検討と当該従業員等の勤務態勢

の検討（満員電車の回避のための通勤方法の変更、交代制の導入等による外出機会の減少、そ

のための食料、毛布等の備蓄等）

・業務の継続に必要な機能における代替意志決定システムの検討

・業務の継続のための代替設備の運転等の検討

○ マスク等必要な物資の備蓄

○ 職場内での感染拡大防止策の検討、疑い例が確認された際の対応の確認

○ 上記及びその他業務継続のための対策の検討とこれに基づく従業員の訓練、必要に応じ

た対策の見直し

○ 新型インフルエンザに関する正確な情報伝達

○ 個人での感染防御や健康状態の自己把握に努めるよう、注意喚起

○ 38度以上の発熱、咳、全身倦怠感等のインフルエンザ様症状があれば出社しないよう要

請

○ 自宅待機を要請する際には産業医等の意見を聞くことが望ましい
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1

新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）（抜粋）新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）（抜粋）

５．事業者・職場におけるガイドライン（抜粋）つづき５．事業者・職場におけるガイドライン（抜粋）つづき
（「３．国内外で新型インフルエンザが発生した直後からの対応」つづき）

（４）従業員等への予防的措置のための知識の啓発

４．国内で新型インフルエンザの感染がさらに拡大した時の対応
（１）情報収集及び周知 （略）
（２）業務運営体制の検討

（３）事業所内での感染拡大予防のための措置

（４）従業員等への予防的措置のための知識の啓発の強化

（５）社会機能維持に関わる事業における業務継続のための体制

○ 国内外の新型インフルエンザの発生状況、予防のための留意事項等の情報収集
○ 患者発生国・地域への渡航の回避 ○ マスク、うがい、手洗いを励行
○ 「咳（せき）エチケット」の実行 ○ 従業員等に健康状態への留意を呼びかけ
○ 不要不急の大規模集会や興行施設等不特定多数の集まる場所への外出自粛
○ 不要不急の外出自粛

○ 適切な情報収集と危機管理体制の発動
○ 業務の維持に向けた業務、設備及びその他リソースの確保

・業務の継続のために必要な部署等に対する感染予防策の実施（従業員等に対する検温等、サー

ベイランス体制の強化、対面の会議等の自粛等）

・業務の継続のために必要な部署等における感染予防のための勤務態勢の実施（満員電車の回避

のための通勤方法の変更、交代制の導入等による外出機会の減少等）

・必要に応じた感染拡大時の代替意志決定システムの発動、代替設備の運転等

○ 疑い例が確認された際の適切な対応
○適切な広報、従業員等及びその家族への適切な情報提供

○ 新型インフルエンザ発生前後から実施している措置を強化
○ 社員食堂や休憩所等で従業員同士が集まらないよう、施設の閉鎖を検討
○ 可能であれば、①在宅勤務、②重要でない会議、会合、研修等の中止又は延期、③電話
会議やビデオ会議への変更、④ラッシュ時の通勤及び公共交通機関の利用を可能な限り回
避するなどの、感染拡大防止のための業務形態を採用

○ 必要に応じて業務の縮小と、従業員等の自宅待機を検討
○ 国及び地方公共団体の保健部局等からの各種要請に対し協力するよう努める
○ 保健部局等からの助言等を受けつつ、事業所等の衛生管理に努める

○ 国内外の新型インフルエンザの発生状況、予防のための留意事項等の情報収集
○ 患者発生国・地域への渡航をできるだけ回避

○ 発生地域におけるマスク、うがい、手洗いを励行 ○ 「咳（せき）エチケット」の実行

○ 従業員等に健康状態への留意を呼びかけ

○ 発生地域における不要不急の大規模集会や興行施設等不特定多数の集まる場所への外

出自粛

○ 不要不急の外出自粛
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資料Ｆ 新型インフルエンザ発生時の状況想定（一例） 

フェーズ進展 ４Ａ ４Ｂ ５Ｂ 
■感染
状況 

□感染状況 ― 国内でヒト－ヒト感染が発生、 

感染集団は小さく限られる 

国内でヒト－ヒト感染の大規模集団発生が見られる

 

□欠勤率（全

国） 

通常 数パーセント 10％ 

★消防職員にも感染者が出始める（プレパンデミック

ワクチンの効果が限定的な場合、以下同） 

■医療

機関 

□対応措置 国際空港、国際港周辺の医療機

関では、水際対策への協力を開

始 

全国の医療機関は、資機材準備

等 

感染症指定医療機関における治療、疑い

患者への入院勧告（患者隔離）、患者へ

の抗インフルエンザ薬投与 等 

★保健所、医療機関等への問合せが急増

★各医療機関には抗インフルエンザ薬

を求める市民が殺到 

★マスク不足 

→ 

 

 

★保健所、医療機関等への問合せが急増 

★全国各地で患者・疑い患者・薬を求める市民が殺到

★各地域で医療機関のリソースが不足 

★医療用医薬品、ＯＴＣ医薬品等の不足 

■消防

機関 

□消防指令 通常業務 

プレパンデミックワクチンの

接種 

指令センター体制の維持、業務継続 

（通常の編成） 

★１１９通報が増加 

指令センター体制の維持、業務継続 

（臨時の編成、例：4交替制→3交替制等） 

★１１９通報が急増 

★指令センター職員にも感染者が発生、臨時編成必要

 

□救急 通常業務 

（※国際空港、国際港周辺の消

防本部では、水際対策への協

力を開始） 

プレパンデミックワクチンの

接種 

新型インフルエンザ症例（擬似含む）の

搬送 

→感染症指定医療機関への搬送 

（新型インフルエンザ対応隊員・救急車

による搬送） 

救急隊員等への抗インフルエンザ薬の

予防投薬 

新型インフルエンザ症例（擬似含む）の搬送 

→感染症指定医療機関への搬送 

（臨時の隊編成、予備車の活用） 

★搬送患者の急増 

★救急隊員にも感染者が発生、臨時の編成必要 

★燃料入手困難（ガソリンスタンドの閉鎖） 

★消火用資機材（ボンベ等の消耗品）の入手困難 

 

□消防・救助 通常業務 

プレパンデミックワクチンの

接種 

消防・救助体制の維持、業務継続 

（通常の消防部隊編成） 

消防・救助体制の維持、業務継続 

（臨時の消防部隊編成） 

★消防部隊にも感染者が発生 

★燃料入手困難（ガソリンスタンドの閉鎖） 

★救助用資機材（クリーニング品等）の困難 

 

□組織運営

全般 

業務の制限・縮小を検討 

職員の健康管理を徹底 

感染地域への出張制限 

連絡体制強化 

資機材準備 

市民への注意喚起 等 

 

一部業務の制限・縮小（研修等の中止）

職員の健康管理を徹底 

職員の感染予防対策（手洗い、マスク等）

を徹底 

★マスク、消毒薬等の資機材不足 

業務の制限・縮小（業務選定表に基づく） 

欠勤者の増加にともなう業務体制の見直し 

職員の健康管理を徹底 

職員の感染予防対策（距離の保持、手洗い、マスク等）

を徹底 

★消防職員の中にも感染者が発生 

★学校休校にともない欠勤者が多く発生 

★マスク、消毒薬等の資機材不足 

★通勤手段の確保困難 

□施設管理 ― 施設内の換気、消毒等を徹底 

★マスク、消毒薬等の資機材不足 

施設内の換気、消毒等を徹底 

庁舎入館者管理の徹底（来訪者のマスク着用指示等）

フロア毎の立ち入り制限等 

★施設内で患者発生、消毒・接触者隔離の必要性等

■社会

対策 

 

□地域封じ

込め 

― ≪発生地域≫外出自粛、移動制限、抗イ

ンフルエンザ薬投与等を実施 

≪発生地域≫地域封じ込め措置を解除 

□ﾌﾟﾚﾊﾟﾝﾃﾞﾐ

ｯｸﾜｸﾁﾝ 

製剤化開始 

既完成分を医療従事者等及び

社会機能維持者の一部に接種 

製剤化でき次第、医療従事者等及び社会

機能維持者に順次接種 

→ 

□ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸﾜ

ｸﾁﾝ 

株の特定等 株の特定、鶏卵等の確保ができ次第、生

産開始 

→ 

□集会活動、

集客施設 

通常 ≪発生地域≫不要・不急の集会や興行施

設の活動自粛 

→ 

 

□学校 通常 ≪発生地域≫臨時休校 ≪全国≫臨時休校 

※全国的に臨時休校措置を取る可能性あり（行動計画

ではフェーズ６Ｂで実施との記述） 

□社会機能 通常 

 

通常 社会機能の維持（ライフライン、食料・日用品供給、

金融、通信、物流、公共交通等） 

■市民

行動 

□市民行動 通常 

 

≪発生地域≫外出自粛 

≪全国≫手洗い・咳エチケット・マスク

等徹底 

≪全国≫外出自粛、他人との距離の保持、手洗い・咳

エチケット・マスク等徹底 
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６Ｂ フェーズ６Ｂ小康状態 
国内で急速に感染が拡大 ― 

20%～40％ 

★感染ピーク時には 40%程度の欠勤率となる（地域毎にピーク時期は異なる） 

 

数パーセント 

全ての医療機関において患者への診断・治療を実施（患者の隔離は実施しない）

入院措置の緩和（重症患者のみ入院） 

患者への抗インフルエンザ薬投与 等 

★爆発的に需要が増えるため、医療機関のリソースが追いつかない状況 

★感染ピーク時にはスタッフ不足により、一時的に業務が中断する可能性あり

（地域毎にピーク時期は異なる） 

★医療用医薬品、ＯＴＣ医薬品等の不足 

通常の体制に回復（感染症指定医療機関における治療） 

業務体制の立て直し 

★欠勤者の復帰 

★医薬品等の不足 

指令センター体制の維持、業務継続 

（臨時の編成、例：4交替制→3交替制等） 

★１１９通報が急増 

★指令センター職員にも感染者が多く発生、臨時編成必要 

★感染ピーク時には活動不能なチームが発生（地域毎にピーク時期は異なる） 

業務体制の立て直し 

★欠勤者の復帰 

 

新型インフルエンザ症例（擬似含む）の搬送 

→一般病院等への搬送 

（臨時の救急隊編成、予備車の活用） 

患者状態によるトリアージの実施 

★搬送患者の急増 

★救急隊員にも感染者が多く発生、臨時の編成必要 

★感染ピーク時には出場不能な救急隊が発生（地域毎にピーク時期は異なる） 

★燃料供給の機能低下（ガソリンスタンドの閉鎖） 

隊編成の建て直し、資機材の再整備 

★欠勤者の復帰 

★資機材の不足 

消防・救助活動の継続 

（臨時の消防部隊編成、消防署間の部隊と消防車の融通） 

★消防部隊にも感染者が多く発生 

★感染ピーク時には出場不能な消防部隊が発生（地域毎にピーク時期は異なる）

★燃料入手困難（ガソリンスタンドの閉鎖） 

★消火剤等の資機材（消耗品）の入手困難 

隊編成の建て直し、資機材の再整備 

★欠勤者の復帰 

★資機材の不足 

（フェーズ５Ｂ同様） 

 

 

 

★消防職員の中にも感染者が多く発生 

★学校休校にともない欠勤者が多く発生 

★マスク、消毒薬等の資機材不足 

★通勤手段の確保困難 

感染予防措置の継続 

各種復旧業務の実施 

業務回復 

職員の健康管理、感染予防対策を継続 

感染予防資機材の再整備 

★資機材の不足 

→ 

 

 

★施設内で患者発生、消毒・接触者隔離の必要性等 

感染予防資機材の再整備 

★資機材の不足 

― 

 

― 

製剤化が完了、医療従事者等及び社会機能維持者の全員接種 

 

 

― 

順次、生産開始 

 
生産段階 

 

≪全国≫原則全ての集会や興行施設の活動自粛 

 

集会活動等の再開、業務回復 

≪全国≫臨時休校 

 

 

学校再開 

社会機能の維持（ライフライン、食料・日用品供給、金融、通信、物流、公共交

通等） 

社会機能の回復 

→ 

 

 

日常生活の回復 
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資料Ｇ 新型インフルエンザの発生段階に応じた消防機関の対応（概要） 

現行 

ﾌｪｰｽﾞ 

発生段階（厚労省見直し案）[*3] 
医療資源の状況 消防機関における対応 

地方都市

（人口10

万人） 

大都市

（人口

300 万人 段階 事象 主な対策（医療関係のみ抜粋） 

4A 

5A 

6A 

第一段階

（海外 

発生期）

←◆海外発

生 

○サーベランス強化、医療体制整備 

○相談窓口（発熱相談センター）の設置

○電話相談などで受診の必要性判断 

等 

 ○１１９番通報受信時、海外渡航歴等を聴取 

○感染の疑いがある傷病者が発生した場合の

搬送先医療機関について衛生主管部局と事前

に調整 

○感染の疑いありとして通報してきた者に対

しては、発熱相談センターを紹介（かけ直す

よう強制するものではない） 

― ― 

4B 

第二段階

（国内 

発生早期）

←◆国内発

生 

○協力医療機関への入院措置[*1]、抗イ

ンフルエンザ薬の投与 

○接触者は外出自粛[*2]、予防投薬 等
感染症指定医療機

関等で対応 

（入院措置有り）

都市内 

1 例発生

都市内 

1 例発生 

５B 

6B 

第三段階

（感染 

拡大期）

←◆接触暦

が疫学調査

で追えない 

○受診医療機関の特定 

○協力医療機関への入院措置[*1] 

 

患者 

増加 

患者 

増加 

第三段階

（まん延

期） 

←◇入院措

置による効

果が低下 

○軽症者は原則、自宅療養 

○重症者は原則、すべての入院医療機関

で受入・治療 

○予防投薬の縮小 

入院措置の効果が

低くなる 

（入院措置が解

除）全ての医療機

関で対応 

 

 

○トリアージの実施（要検討） 

○業務継続計画に則り必要な業務を維持継続 

○搬送先医療機関について衛生主管部局と調

整 

（発熱外来等） 

入院患者

ピーク時

約 43 

人/日 

[*4,*5]

入院患者 

ピーク時 

約 1,300 

人/日 

搬送の 

限界あり 

[*4,*6] 

第三段階

（回復期

期） 

←◆◇ピー

クを越えた

と判断 

○公衆衛生対策を段階的に縮小 医療機関での対応

能力が回復 

○業務継続計画に則り必要な業務を維持継続 

○搬送先医療機関について衛生主管部局と調

整 

（発熱外来等） 

患者 

減少 

患者 

減少 

後ﾊﾟﾝ

ﾃﾞﾐｯｸ

期 

第四段階

（小康期）

←◆患者発

生が低い水

準で停滞 

○次期流行に備えて対策  ○順次、平常の対応に戻す 
患者 

ごく少数

患者 

ごく少数 

*1：感染症予防法第 19・26 条に基づく入院勧告 

*2：感染症予防法第 44 条の 3に基づく協力要請 

*3：発生段階（厚労省見直し案）は、厚生労働省公衆衛生ワーキンググループ資料（H20.9.22）。◆＝国として公表、◇＝都道府県等単位における判断 
*4：「新型インフルエンザ対策行動計画（平成１９年１０月改定）」における推計（シビアケース）に基づき作成 
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*5：人口 10 万人規模の地方都市では、救急隊を 4隊（予備隊を含む）として、通常の救急出動が平均約 11 件/日、約 3件/日・隊。ピーク時に 15 件/日・隊（ほ

ぼ限界）出場すれば、60 件/日（＞54 人＝通常患者 11 人＋新型インフルエンザ患者 43 人）の搬送が可能となり、余裕は無いがすべての患者に対応できる。（あ

くまで推計結果、医療機関の事情を考慮していない。） 

*6：ある大都市（人口 300 万人規模）の例では、救急隊が 72 隊（予備隊含む）、通常の救急出動が平均約 560 件/日、約 10 件/日・隊。ピーク時に 15 件/日・隊

出場しても、1,080 件/日（＜1,860 人＝通常患者 560 人＋新型インフルエンザ患者 1300 人）に過ぎず、患者のうち 780 人/日は救急隊による搬送は不可能。（あ

くまで推計結果、医療機関の事情を考慮していない。） 

 


